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 厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会 
 

 厚生労働省は、12 月 15 日の中央社会保

険医療協議会（中医協）総会で、高齢の救急

患者への「包括的な対応」を診療報酬で評価

する方針を明らかにした。介護やリハビリの

機能に乏しい急性期病棟に搬送されることで、

在宅要介護高齢者の要介護度が悪化する課題

を解決することが狙い。 

「包括的な対応」には救急対応からリハビ

リ、栄養管理、退院支援、在宅医療や介護と

の連携まで含まれており、現行の病棟機能や

入院料に該当しないことから、新たな病棟機

能や入院料が創設される可能性もありそうだ。 
 

■新病棟の看護配置は１０対１程度が有力 

 日本は、2007 年に 65 歳以上の人口割合

が全人口の 21％以上を占める「超高齢社会」

へと突入。以降も高齢者人口は増え続けてい

る。それによって、高齢者の救急搬送人数も

右肩上がりに増加。 

しかも軽症および中等症が多いことから

（2010年から2020年の10年間で軽症は

27%、中等症は 41%増加）、高コストな急

性期病棟での対応を見直すべきという指摘が

中医協総会で相次いでいた。 

たとえば、診療報酬改定に向けた意見交換

会で出たのは以下のような指摘だ。 
 

●要介護の高齢者に対する急性期医療は、介護

保険施設の医師や地域包括ケア病棟が中心的

に担い、急性期一般病棟は急性期医療に重点

化することで、限られた医療資源を有効活用

すべきである。 

●地域包括ケア病棟はまさに在宅支援の病棟で

あり、高齢者の亜急性期をしっかり受けられ

るため、このような役割を推進すべき。 

●医療機関と介護保険施設の平時からの連携が

重要であり、医療機関としては地域包括ケア

病棟等を有する中小病院がその主体となるべ

きである。 
 
 これらを踏まえると、地域包括ケア病棟で

の受け入れを促す方向となるように見える。 

しかし、地域包括ケア病棟は看護配置が

13 対 1 であるため、救急医療に対応するに

は体制が手薄だ。10 月の「入院・外来医療

等の調査・評価分科会」でも、「高齢者救急

への対応や高齢者のケアに必要な体制を備え

た病棟を類型化して評価することが必要」と

の指摘がなされた。そのうえで、今回の「包

括的な対応」を評価する方向性が示されたた

め、新たに病棟機能が創設されるとすれば、

看護配置は 10 対 1 程度となることが想定さ

れる。 
 

■多職種連携の実現がカギに 

 ただ、「包括的な対応」を念頭に考えれば、

看護配置よりも多職種の配置が施設基準とな

る可能性が高い。 

なぜならば、急性期病棟に搬送された高齢

救急患者は、安静臥床となるため筋力や呼吸

機能、ADL（日常生活動作）、栄養状態が低

下する傾向にあるからだ。 

他方で、病棟における多職種連携が進んで

いるとは言い難い。特に栄養、離床・リハビ

リテーション、口腔に関する計画作成におい

て、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士、

歯科衛生士との連携は 5％未満だった。 

また、管理栄養士はそもそも配置されてい

ない病棟も多い。これらの課題を解決するた

め、新たな病棟・入院料が創設されれば、多

職種が機能的に連携できる施設基準が設けら

れることになるのではないか。  

高齢救急患者の包括的対応を評価 
新たな病棟機能の創設も視野に 
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 厚生労働省 
 

 厚生労働省は 12 月 5 日、「医療機能情報

提供制度実施要領の一部改正について」と題

した事務連絡を発出。来年度から医療機能情

報提供制度が刷新され、全国統一的な情報提

供システム（以下、医療情報ネット）を構築

することを受け、都道府県に「病院等から報

告された医療機能情報の G－MIS（医療機関

等情報支援システム）での公表手続について

は令和 6年 3月 31日までに完了するよう」

依頼した。制度の刷新によって、医療機能情

報の項目が増えるが、医療機関からの報告も

G-MISによって行うよう推奨されている（紙

媒体や電子媒体での調査票提出も認められて

はいる）。 
 

■従来は都道府県ごとに異なる運用だった 

 医療機能情報提供制度は、住民・患者の適

切な選択の支援が目的で、医療機関の機能を

住民・患者に「分かりやすい形で提供する」

制度だ。医療法第6条の3に基づいており、

対象となる病院、診療所、助産所に都道府県

知事への報告を義務付けている。 

都道府県知事は「基本的に」報告を受けた

情報をそのまま公表しなくてはならない。 

 制度の運用が開始されたのは2007年4月

だが、都道府県ごとに情報提供システムの機

能や公表方法、公表情報の粒度が異なるのが

課題だった。厚労省は「病院等の報告負担の

軽減、公表情報の正確性の確保等」も求めら

れているとしている。 

 そこで、制度の見直しを実施。利便性の向

上を目指し、都道府県ごとに個別に運用され

ている情報提供システムとそのデータを集約

して医療情報ネットを構築することとした。 

2023年 5月 19日には「全世代対応型の

持続可能な社会保障制度を構築するための健

康保険法等の一部を改正する法律」を公布。 

2024 年度（2024 年 4 月 1 日）から施

行されることが決まっている。これまで、医

療機関側が G-MIS を使うことは少なかった

が、他制度との報告の共通化を可能にするこ

とで、報告負担の軽減も図っていく。 
 

■サイトリニューアルとＵＩ改善も進める 

 なお、医療情報ネットについては、11 月

20 日の「医療機能情報提供制度・医療広告

等に関する分科会」において、サイトリニ

ューアルのうえ、 UI （ユーザーイン

ターフェース）を改善する方針が了承された。 

用語解説にたどりやすくするほか、目的別

検索として「在宅医療でさがす」「介護

サービスでさがす」「緩和ケアでさがす」

「認知症に対応できる」などのボタンを設定。 

レスポンシブ Web デザインを採用し、ス

マートフォンでも利用できるようにする。 

 なお、構成員からは「一定の用語で検索す

ると大病院がヒットしやすい」との指摘もあ

った。機能分化の考え方にもとづけば、かか

りつけ医機能を持つ診療所や中小病院が優先

的に表示されるべきだが、法的にはあまねく

公表することが求められるうえ、運営側によ

る恣意的な情報操作は、フリーアクセスの観

点からも望ましいとはいえない。実際に運用

を開始してから他にもいろいろな問題が出て

くることが想定されるが、今後、改

修・バージョンアップを随時行う方針は概ね

了承されているため、医療機関側もアジャイ

ルな対応が求められることになりそうだ。  

医療情報 
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４月から全国統一の医療情報ネットが始動 
医療機関の医療機能情報提供もＧ-ＭＩＳで 
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政府は 20 日、2024 年度の診療報酬の改定率について医療行為の対価に当たる本体部分を

プラス 0.88％とし、薬価・材料価格を計 1.00％引き下げることを決めた。 

これらを合わせた診療報酬全体ではマイナス 0.12％とする。24 年度政府予算案の編成を巡

り、武見敬三厚生労働相と鈴木俊一財務相が 20 日午前、折衝を行い正式に決定。診療報酬本

体は、2年前の前回から 0.45ポイント増のプラス 0.88％で決着した。改定率が決まったこと

で 24年度の診療報酬改定は、中央社会保険医療協議会による点数配分に議論の舞台が移る。 
 

●薬価マイナス０.９７％ 

本体部分のうち、0.61％を医療従事者の賃上げに、食材費などの高騰への対応には 0.06％をそ

れぞれ充てる。分野ごとの内訳は、医科0.52％、歯科0.57％、調剤0.16％のいずれもプラス。薬

価は 0.97％、材料価格は 0.02％それぞれ引き下げる。 
 

●介護、障害はプラス改定 

一方、24 年度の介護報酬改定の改定率を全体で 1.59％引き上げ、うち 0.98％を介護職員の処遇

改善に充てる。障害福祉サービス等報酬改定の改定率はプラス 1.12％とする。 
 

●病院薬剤師のベア来年度２.５％促す 

24 年度の診療報酬改定を巡る 20 日の閣僚折衝では、看護職員や病院薬剤師のほか、40 歳

未満の勤務医や事務職員など、幅広い職種の賃上げを促すための財源を確保することで決着し

た。看護職員、病院薬剤師と「コメディカル」の賃上げには、診療報酬本体プラス 0.88％の

うち、0.61％分の財源を充てることになった。政府は、これらの職種のベースアップとして

24年度 2.5％、25 年度 2.0％を想定している。 

一方、40 歳未満の勤務医や薬局の薬剤師、事務職員の賃上げにはプラス 0.28％分程度、入

院時の食費基準額の引き上げ対応にプラス 0.06％分の財源をそれぞれ確保する。 

ただ、生活習慣病関連の管理料や、処方箋料の再編などで 0.25％分を効率化・適正化する

ことになり、これらを除く本体実質は最終的にプラス 0.46％で決着した。 

 

 

 

 
  

武見敬三厚生労働相は 20 日に記者会見を開き、鈴木俊一財務相との折衝で決定した 2024

年度の診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の各改定率について、「関係職員の賃上 
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げを実現できる水準を確保できた」と述べた。 

24 年度政府予算案の編成を巡って同日午前、武見厚労相と鈴木財務相が折衝を行い、24 年

度の診療報酬の本体部分の改定率をプラス 0.88％とするとともに、介護報酬を 1.59％、障害

福祉サービス等報酬を 1.12％それぞれ引き上げることを決めた。 

折衝後の会見で武見厚労相が、介護報酬の改定率について外枠での処遇改善加算の一本化に

よる効果などを合わせた場合、「実質的には 2％台を確保できている」と強調した。 

障害福祉サービス等報酬も同様に、外枠の処遇改善加算の一本化による効果などを含める

1.5％を上回る改定率を確保しているとした。 

その上で、各改定率を踏まえて今後、職員の賃上げや処遇改善につながる仕組みを構築する

ため関係審議会などで具体的な議論を進めていく考えを示した。 

 

 

 

 
  

2024 年度の診療報酬改定で医療行為の対価に当たる本体部分を 0.88％引き上げる政府の

方針が正式に決まったのを受け、日本医師会など 3 団体が 20 日、合同で記者会見を開き、日

医の松本吉郎会長は、医療従事者の賃上げには基本診療料の引き上げを中心に対応するのが望

ましいと主張した。 

24 年度の診療報酬改定では、本体プラス 0.88％のうち、0.61％分の財源を医療従事者の

賃上げに充てることになった。 

それを受けて松本氏は会見で、医療従事者の賃上げについて、「基本診療料を中心とする診

療報酬の引き上げで対応するのが望ましい」と主張した。 

日医では、初・再診料や入院基本料など基本診療料の引き上げによる対応をこれまでも訴え

ている。松本氏は、看護職員に限らず医療従事者全体の賃上げを診療報酬で実現させるのは、

「簡単な話ではない」とも述べた。 

合同記者会見では、松本氏のほか、日本薬剤師会の山本信夫会長と日本歯科医師会の高橋英

登会長が政府の対応に一定の評価をそろって示した。 

山本氏は「全ての薬剤師や薬局がかかりつけ機能を発揮して地域医療の一役を担う気概を持

って、医療の質の向上に取り組む」と語った。 

高橋氏は 24 年度の診療報酬改定が行われた後の 2 年間に経済状況を見守る必要性を指摘し、

「これでひと安心というわけにはいかない」と強調した。 

また、松本氏は、24 年度の改定がこれまでにないインフレ下で行われる見通しであること

への受け止め方を問われ、診療報酬などの公定価格に物価の上昇をどう反映させるべきか、議

論する必要があるという認識を示した。 

 
  

医療従事者の賃上げへ 
基本診療料の増額を主張 

医療情報③ 

日医など 

３団体



 

５ 

  
 
 

 

 

 厚生労働省 ２０２３年１０月６日公表 

 

 

●医療費                                          （単位：兆円）  
 

    

総 計 

 

医療保険適用 

 公 費 
75 歳未満 

75 歳 

以上   
被用者 

保険 

  国民健康 

保険 

（再掲） 

未就学者 本 人 家 族 

令和元年度  43.6  24.4  13.5  7.4  5.3  10.9  1.4  17.0  2.2  

令和２年度  42.2  23.5  13.0  7.3  4.8  10.5  1.1  16.6  2.1  

令和３年度  44.2  25.0  14.1  7.9  5.2  10.8  1.3  17.1  2.2  

令和４年度４～３月 46.0  25.8  15.0  8.4  5.6  10.7  1.4  18.0  2.2  

 

４～５月 7.4  4.1  2.3  1.3  0.9  1.8  0.2  2.9  0.4  

４月 3.7  2.1  1.2  0.7  0.4  0.9  0.1  1.4  0.2  

５月 3.7  2.1  1.2  0.7  0.4  0.9  0.1  1.5  0.2  

令和５年度４～５月 7.7  4.2  2.5  1.4  0.9  1.8  0.2  3.1  0.4  

 
４月 3.8  2.1  1.2  0.7  0.4  0.9  0.1  1.5  0.2  

５月 3.9  2.1  1.3  0.7  0.5  0.9  0.1  1.6  0.2  
 
注１）審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）で審査される診療報酬明細書のデータ（算定ベース：

点数、費用額、件数及び日数）を集計している。点数を 10 倍したものを医療費として評価している。医療保険及び公費負担医
療で支給の対象となる患者負担分を含めた医療費についての集計である。現物給付でない分（はり・きゅう、全額自費による支
払い分等）等は含まれていない。 

注２）「医療保険適用」「75 歳未満」の「被用者保険」は、70 歳未満の者及び高齢受給者に係るデ－タであり、「本人」及び「家
族」は、高齢受給者を除く 70歳未満の者に係るデータである。（以下同） 

注３）「医療保険適用」の「75歳以上」は後期高齢者医療の対象となる者に係るデータである。「公費」は医療保険適用との併用分を
除く、生活保護などの公費負担のみのデータである。なお、令和２年８月診療分以前のデータは、診療報酬明細書において「公
費負担者番号①」欄に記載される公費負担医療（第１公費）のデータを集計したものである。 

 

●医療費の伸び率（対前年同期比）                              （単位：％）  
 

    

総 計 

 

医療保険適用 

 公 費 
75 歳未満 

75 歳 

以上   
被用者 

保険 

  国民健康 

保険 

（再掲） 

未就学者 本 人 家 族 

令和元年度  2.4  1.4  3.1  4.4  0.1  ▲ 0.8  ▲ 2.7  3.9  1.8  

令和２年度  ▲ 3.1  ▲ 3.7  ▲ 3.6  ▲ 0.8  ▲ 9.0  ▲ 3.8  ▲19.1  ▲ 2.4  ▲ 1.1  

令和３年度  4.6  6.4  8.5  8.1  8.8  3.7  18.4  2.7  1.1  

令和４年度４～３月 4.0  3.2  6.4  6.6  6.9  ▲ 1.0  6.5  5.3  2.3  

 

４～５月 3.0  2.4  4.3  4.6  4.1  0.1  ▲ 2.8  4.0  1.0  

４月 0.7  0.4  2.5  3.3  1.7  ▲ 2.3  ▲ 4.7  1.3  ▲ 1.2  

５月 5.4  4.6  6.1  6.0  6.6  2.6  ▲ 0.9  6.9  3.1  

令和５年度４～５月 3.9  2.5  5.4  6.0  5.2  ▲ 1.4  15.5  5.7  4.4  

 
４月 2.8  0.9  3.4  4.2  2.6  ▲ 2.4  10.9  5.1  5.1  

５月 5.0  4.1  7.4  7.7  7.7  ▲ 0.3  19.8  6.3  3.8  
  

最近の医療費の動向 
/概算医療費 （令和５年度４月～５月） 

経営 TOPICS 

統計調査資料 

抜 粋 

 
 

１ 制度別概算医療費 



 

６ 

●１人当たり医療費                                         （単位：万円） 

 総  計 
 医療保険適用 

 75 歳未満 75 歳 
   被用者 国民健康 

保険 
   

（再掲） 
未就学者 

   

以上  
  保険 本 人 家 族     

令和元年度 34.5  22.6  17.3  16.5  16.8  36.4  21.8  95.2  

令和２年度  33.5  21.9  16.7  16.2  15.5  35.8  18.1  92.0  

令和３年度 35.2  23.5  18.2  17.4  17.2  37.9  22.1  93.9  

令和４年度４～３月 36.8  24.5  19.4  18.4  18.8  38.9  24.5  95.7  

 ４月 3.0  2.0  1.5  1.5  1.4  3.2  1.8  7.8  

５月 3.0  1.9  1.5  1.4  1.5  3.1  1.9  7.9  

令和５年度４～５月 6.2  4.0  3.2  3.0  3.1  6.5  4.5  16.0  

 
4 月 3.0  2.0  1.6  1.5  1.5  3.2  2.1  7.9  

5 月 3.1  2.1  1.6  1.5  1.6  3.3  2.4  8.1  
 
注１）「医療保険適用」「75 歳未満」の「被用者保険」は、70 歳未満の者及び高齢受給者に係るデ－タであり、「本人」及び「家

族」は、高齢受給者を除く 70歳未満の者に係るデータである。 
注２）１人当たり医療費は医療費の総額を加入者数で除して得た値である。加入者数が未確定の制度もあり、数値が置き換わる場合がある。 
 

 
 

 
●医療費                                     （単位：兆円）   

 総 計 

 

 診療費   

調剤 

入院時 

食事 

療養等 

訪問 

看護 

療養 

(再掲) 
医科 
入院 
＋医科 
食事等 

(再掲) 
医科 
入院外 
＋調剤 

(再掲) 
歯科 
＋歯科 
食事等 

 

医科 
入院 

医科 
入院外 

歯科 

令和元年度  43.6  34.7  16.9  14.9  3.0  7.7  0.8  0.30  17.6  22.6  3.0  

令和２年度  42.2  33.6  16.4  14.2  3.0  7.5  0.7  0.36  17.1  21.8  3.0  

令和３年度  44.2  35.3  16.9  15.3  3.1  7.8  0.7  0.43  17.6  23.0  3.1  

令和４年度４～３月 46.0  36.8  17.4  16.2  3.2  7.9  0.7  0.51  18.1  24.1  3.2  

 
４月 3.7  2.9  1.4  1.3  0.3  0.7  0.1  0.04  1.4  2.0  0.3  

５月 3.7  3.0  1.4  1.3  0.3  0.6  0.1  0.04  1.5  1.9  0.3  

令和５年度４～５月 7.7  6.1  3.0  2.6  0.5  1.3  0.1  0.09  3.1  4.0  0.5  

 
４月 3.8  3.0  1.5  1.3  0.3  0.7  0.1  0.05  1.5  2.0  0.3  

５月 3.9  3.1  1.5  1.3  0.3  0.7  0.1  0.05  1.6  2.0  0.3  
 
注）診療費には入院時食事療養及び入院時生活療養の費用額は含まれない。 

入院時食事療養等は入院時食事療養及び入院時生活療養の費用額の合計である。 
 
●医療費の伸び率（対前年同期比）                                  （単位：％）   

 総 計 

 

 診療費   

調剤 

入院時 

食事 

療養等 

訪問 

看護 

療養 

(再掲) 
医科 
入院 
＋医科 
食事等 

(再掲) 
医科 
入院外 
＋調剤 

(再掲) 
歯科 
＋歯科 
食事等 

 

医科 
入院 

医科 
入院外 

歯科 

令和元年度  2.4  2.0  2.1  2.0  1.9  3.6  ▲ 0.3  15.9  2.0  2.6  1.9  

令和２年度  ▲ 3.1  ▲ 3.3  ▲ 2.9  ▲ 4.3  ▲ 0.8  ▲ 2.6  ▲ 4.9  19.8  ▲ 3.0  ▲ 3.7  ▲ 0.8  

令和３年度  4.6  5.1  3.0  7.5  4.8  2.7  ▲ 1.2  18.4  2.8  5.9  4.8  

令和４年度４～３月 4.0  4.4  3.1  6.3  2.6  1.7  ▲ 1.4  18.0  2.9  4.7  2.6  

 
４月 0.7  1.1  0.3  2.0  0.6  ▲ 1.8  ▲ 1.4  14.6  0.2  0.7  0.5  

５月 5.4  5.9  5.3  6.9  4.5  2.8  0.6  18.3  5.1  5.6  4.5  

令和５年度４～５月 3.9  3.6  4.8  2.5  2.7  4.3  0.7  20.0  4.7  3.1  2.7  

 
４月 2.8  2.9  6.1  ▲ 0.1  1.0  1.4  1.7  18.9  5.9  0.4  1.0  

５月 5.0  4.3  3.7  5.0  4.6  7.5  ▲ 0.3  20.9  3.5  5.8  4.6  
  

 
 

２ 診療種類別概算医療費 



 

７ 

最近の医療費の動向/概算医療費（令和４年度３月）の全文は 
当事務所のホームページの「医業経営 TOPICS」よりご確認ください。 

●受診延日数                                       （単位：億日） 
  総 計 診療費 

調剤 
訪問看護 
療養  医科入院 医科入院外 歯科 

令和元年度  25.2  25.0  4.7  16.1  4.2  8.4  0.27  

令和２年度  23.1  22.8  4.4  14.5  3.9  7.6  0.32  

令和 3 年度  23.9  23.5  4.4  15.2  4.0  8.0  0.37  

令和 4 年度４～３月 24.3  23.9  4.3  15.6  4.0  8.4  0.43  

 
4 月 2.0  2.0  0.4  1.3  0.3  0.7  0.03  

5 月 2.0  1.9  0.4  1.3  0.3  0.7  0.03  

令和 5 年度４～5 月 4.1  4.0  0.7  2.6  0.7  1.4  0.08  

 
4 月 2.0  2.0  0.4  1.3  0.3  0.7  0.04  

5 月 2.1  2.0  0.4  1.3  0.3  0.7  0.04  

注）受診延日数は診療実日数（調剤では処方せん枚数（受付回数）、訪問看護療養では実日数）を集計したものである。 
受診延日数の総計には調剤の処方せん枚数（受付回数）は含まれない。 

 

●１日当たり医療費                                     （単位：千円） 
  （参考） 

医科入院外 
＋調剤 

総 計 医科入院 医科 
入院外 

歯科 調剤 訪問看護 
療養 食事等 

含まず 
食事等 
含む 

令和元年度  17.3  36.2  37.9  9.2  7.2  9.2  11.4  14.0  

令和２年度  18.3  37.2  38.9  9.8  7.7  9.9  11.5  15.0  

令和３年度  18.5  38.7  40.4  10.1  7.9  9.7  11.7  15.2  

令和４年度４～３月 18.9  40.4  42.1  10.4  8.1  9.4  11.9  15.4  

 
４月 18.3  38.9  40.6  10.0  8.0  9.4  11.8  15.1  

５月 18.7  39.2  40.9  10.3  8.0  9.2  11.8  15.1  

令和５年度４～５月 18.9  40.6  42.3  10.2  8.1  9.2  12.0  15.3  

 
４月 18.9  40.5  42.2  10.2  8.2  9.4  12.1  15.4  

５月 18.9  40.7  42.4  10.2  8.1  9.0  12.0  15.2  
 
注）１日当たり医療費は医療費の総額を受診延日数（調剤では総処方せん枚数（総受付回数）、訪問看護療養では総実日数）で除して得た値であ

る。「医科入院外＋調剤」の１日当たり医療費は医科入院外と調剤の医療費の合計を医科入院外の受診延日数で除して得た値である。歯科の 
１日当たり医療費は歯科医療費と歯科の入院時食事療養及び歯科の入院時生活療養の費用額の合計を歯科の受診延日数で除して得た値である。 

 

●1日当たり医療費の伸び率（対前年同期比）                          （単位：％） 
  （参考） 

医科入院外 
＋調剤 

総 計 医科入院 医科 
入院外 

歯科 調剤 訪問看護 
療養 食事等 

含まず 
食事等 
含む 

令和元年度  3.2  2.4  2.3  3.5  1.7  3.7  1.1  4.1  

令和２年度  5.9  2.8  2.7  6.5  6.6  7.3  0.6  7.1  

令和３年度  1.3  4.0  3.9  2.9  2.2  ▲ 2.0  1.6  1.3  

令和４年度４～３月 2.0  4.2  4.0  3.1  2.8  ▲ 2.6  2.0  1.6  

 
４月 1.1  1.5  1.5  2.4  2.0  ▲ 1.7  1.0  1.1  

５月 1.8  4.3  4.1  2.4  2.3  ▲ 2.0  1.0  1.2  

令和５年度４～５月 2.1  4.0  3.8  0.6  1.8  ▲ 1.3  1.6  1.2  

 
４月 3.5  4.2  4.0  1.7  2.3  ▲ 0.4  2.0  2.2  

５月 0.6  3.8  3.6  ▲ 0.4  1.3  ▲ 2.2  1.2  0.3  
 

 

  



 

８ 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
訪問歯科医療への取組み 

今後の在宅 

歯科医療の行方 
       １．歯科訪問診療の実施状況       
       ２．歯科訪問診療への取組み         

       ３．歯科訪問診療における口腔管理について        

       ４．歯科訪問診療における連携等について      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考資料 
【厚生労働省】：中医協総会 「在宅（その４）より」「平成 24 年度 診療報酬改定結果検証に係る特別調査」   

８ 



 

９ 

 
 

 
  
 

令和５年７月に開催された中央社会保険医療協議会（医療保険の診療報酬や療養担当規則の

改定に関する厚生労働大臣の諮問機関）総会において、2040 年に向け、在宅医療の需要はさ

らに増大することが予想され、患者が状態や疾患に応じて希望される場所で看取りがなされる

よう、診療報酬上も適切な対応を検討していく必要があるという意見が出されました。 

また、在宅医療提供体制は医師・歯科医師が一人で 24 時間 365 日の対応をするのではな

く、近隣の診療所や中小病院との連携の下に構築する必要があり、在宅療養移行加算のような

連携の仕組みを普及していくのが喫緊の課題との意見もあり、医科歯科ともに、積極的な取組

みが求められています。 

その中でも、リハビリテーション・栄養・口腔衛生を連携させた取組みは従来より非常に重

要とされてきましたが、在宅では特に不足しているとされ、口腔衛生や栄養のスクリーニング

をしてニーズを把握し、近隣の医療機関や老健等とも連携して、貴重な人材が地域で活躍でき

るような仕組みを作ることが強く望まれています。 
 

 
 

平成 26 年に「在宅かかりつけ歯科診療所加算」が新設され、歯科訪問診療２の見直しや歯

科訪問診療３の新設等がなされ、平成 28 年の「在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管

理料」の新設、平成 30 年の「在宅療養患者専門的口腔衛生処置」の新設、令和元年の歯科訪

問診療の消費税対応（10 月）」の見直しや令和４年の「歯科訪問診療料」のうち、診療時間

が 20 分未満の評価への見直しが行われるなど、これまで様々な診療点数や施設基準等の新設、

見直しがなされてきました。 

 

■令和４年度診療報酬改定での２０分未満の歯科訪問資料の評価の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

歯科訪問診療の実施状況 

在宅歯科医療に関する近年の主な変遷        

 

1 医業経営情報レポート 



 

１０ 

 

 

 
 

歯科医院が訪問診療を行うようになったきっかけは、自院に通院歴のある患者等からの依頼、

介護保険施設や介護支援専門員からの紹介が多いのが現状です。 

患者や地域からの要請により、訪問診療に取り組む歯科医院は増加傾向にあり、政府は在宅

医療の提供体制を見直すなかで、急変時・看取り、災害時等における提供体制の明確化や在宅

医療における各職種のかかわり等の明確化を進めています。 

 

 
 

政府は、今後見込まれる在宅医療の需要増加に向け、地域の実情に応じた体制整備を進めて

います。具体的には「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な

連携を担う拠点」を医療計画に位置付け、適切な在宅医療の圏域を設定するとしています。 

また、在宅療養患者の急変時に適切に対応するための情報共有や連携を進め、看取りに際し

本人・家族の希望に沿った医療・ケアの提供ができる体制づくりを進めていく計画です。 

さらには、医師・歯科医師の定期的な診察と適切な評価に基づく指示による、在宅療養患者

への医療・ケアの提供や、在宅医療における各職種の機能・役割についての明確化も進めると

しています。 

 

■在宅医療の体制の見直しのポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省：中医協総会 R5.10資料より 
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第８次医療計画の見直しのポイント       

 



 

１１ 

 
 

 
 
 

在宅における歯科衛生士による指導管理の実施状況は、ほぼ横ばいですが、居宅療養管理指

導費（歯科衛生士等が行う場合）の算定回数は緩やかに増加しています。 

歯科訪問診療において歯科衛生士が訪問するケースでは、歯科衛生士が単独で訪問している

割合は約 67％であり、複数名で訪問する場合の同行者は歯科医師が多く、次いで歯科衛生士

が約 45％となっています。 

 
 

 

訪問歯科衛生指導料の算定回数別医療機関数をみると、１か月当りの算定回数が１回～10

回の医療機関が最も多く、約半数となっています。 

１医療機関当りの算定回数をみると、算定回数が多い医療機関も一定数存在しています。 
 

■訪問歯科衛生指導料の算定回数 

 

厚生労働省：中医協 令和５年総会資料 NDBデータ令和４年５月診療分 

 

 

 

令和４年度の診療報酬改定では、歯科衛生士等による訪問歯科衛生指導の実施時に、歯科医

師が情報通信機器を用いて状態を観察した患者に対して、歯科訪問診療を実施し、当該観察の

内容を診療に活用した場合の評価が新設されました。 
 

 

 

歯科衛生士の訪問に関する評価は、歯科訪問診療料の加算である歯科訪問診療補助加算と訪

問歯科衛生指導料があります。
  

１医療機関ごとの訪問歯科衛生指導料の算定回数    
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歯科訪問診療における口腔管理について 

訪問歯科衛生指導実施時におけるＩＣＴの活用に係る評価          

 

歯科衛生士の訪問に関する評価           

 



 

１２ 

レポート全文は、当事務所のホームページの「医業経営情報レポート」よりご覧ください。 

 
 

 
 
 

入院中の患者について、地域において退院後の在宅療養を担う医療機関と歯科医院の歯科医

師や歯科衛生士が連携する際の診療報酬上の評価が増加する可能性があります。 

また、入院患者への栄養サポートチームと歯科医師との連携のほか、経口摂取への移行に際

しても在宅における多職種連携が、今後ますます重要となります。 

これらについても今後の診療報酬上の評価が手厚くなることが予想され、訪問歯科診療への

取組みは歯科医院経営においてもさらに重要なポイントになると思われます。 

 
 

 

歯科医療機関連携加算１（診療情報提供料Ⅰ（医科点数表）の加算）は、平成 30 年と令和

４年に対象歯科医療機関、対象医科医療機関及び対象患者の見直しを行っており、平成 30 年

以降、算定回数は、令和２年を除き、増加傾向となっています。 
 

■診療情報提供料（Ⅰ）歯科医療機関連携加算１の算定回数と評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省：社会医療診療行為別統計（各年６月審査分）より 

 
 

 

在宅療養支援歯科診療所では、約 24％で病院（医科）への歯科訪問診療が行われています。 

一方で、医科の訪問診療と合同での歯科訪問診療は、在宅療養支援歯科診療所と病院（医科）

で約 1.1％、診療所（医科）で約 2.1％にとどまっています。 

 
  

在宅医療における医科歯科連携の状況    
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歯科訪問診療における連携等について 

病院（医科）との訪問診療の実施状況    

 



 

１３ 

オンライン資格確認導入のメリットは、 

どのようなものでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）即時に資格確認ができることでレセプト返戻が減り、窓口の手間を削減できる 

オンライン資格確認を導入することで患者の保険資格がその場で確認でき

るようになるため、資格過誤によるレセプト返戻が減り、窓口業務が軽減さ

れます。ただし、資格確認の対象となるのは、健康保険被保険者証、国民健

康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等の保険者がシステム管理し

ている証類です。自治体が管理している公費負担・地方単独事業に伴う証類

は運用開始時点では対象にならず、引き続き検討することとしています。 
 

◆オンライン資格確認による受付 

 

 

 

 
 
 
（出典）厚生労働省：オンライ

ン資格確認の導入で事務コスト

の削減とより良い医療の提供を

～データヘルスの基盤として～ 
 

（２）薬剤情報や特定健診等情報を閲覧できる 

常時、支払基金・国保中央会とオンラインで接続されるため、支払基金・国保中央会の情報

を医療機関・薬局に提供することができるようになり、マイナンバーカードを用いて本人から

同意を取得した上で、薬剤情報や特定健診等情報を医療機関・薬局で閲覧することが可能です。 

薬剤情報は、レセプトから抽出された情報となります。 

注意点としては、「マイナンバーカードによる資格確認」でなければ患者の薬剤情報・特定

健診等情報を取得することができないという点です。 
 

（３）来院前に事前確認できる一括照会 

一括照会では、事前に予約されている患者等の保険資格が有効か、保険情報が変わっていな

いかを把握することができます。なお、確認した保険資格が資格喪失等により無効である場合、

受付時に資格確認を行う必要があります。 
  

オンライン資格確認 

導入のメリット 
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１４ 

限度額適用認定証等の連携及び 

診療報酬上のメリットについて解説してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

オンライン資格確認を導入すれば、加入者（患者）から保険者への申請が

なくても自己負担の限度額情報を取得でき、患者は限度額以上の医療費を窓

口で支払う必要がなくなります。 

 

（１）限度額適用認定証等の連携 

◆医療機関・薬局で同意した場合に閲覧可能な項目 

証の種類 概要 表示内容 

限度額適用認定証 高額療養費制度の適用区分を表す証 適用区分 

限度額適用・ 

標準負担額減額認定証 

高額療養費制度の適用区分及び入院時の食費等

の減額の対象者であることを表す証 

適用区分 

（長期入院該当年月日） 

特定疾病療養受療証 特定疾病の認定を受けたことを表す証 
認定疾病名 

（自己負担限度額） 
適用区分：自己負担限度額を算出する際に適用する区分。適用区分は、被保険者等の標準報酬や前年度所得の水準に応じて設
定される認定疾病：①人工透析治療を必要とする慢性腎不全②血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害また
は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害（いわゆる血友病）③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群（HIV 感染を含み、
厚生労働大臣が認める者に係るものに限る）※特定疾病療養受療証はマイナンバーカードによるオンライン資格確認の時のみ、
本人が同意した場合、医療機関・薬局で閲覧可能とする。 

 

（２）オンライン資格確認導入による診療報酬上のメリット 

2022 年診療報酬改定に伴い、オンライン資格確認を導入していれば診療報酬で「電子的保

健医療情報活用加算」を算定できます。ただし、マイナンバーカードによる資格確認でなけれ

ば患者の薬剤情報・特定健診等情報を取得することができないため、算定できるのは、2024

年３月 31日までの時限的措置である初診時の３点のみとなります。 
 
◆電子的保健医療情報活用加算の概要 

●算定要件 

電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合に、月１回に限

り算定する。 

●点数 

・初診の場合：７点（初診料に加算） ・再診の場合：４点（再診料に加算） 

●施設基準 

（１）電子情報処理組織の使用による請求を行っていること 

（２）電子資格確認を行う体制を有していること 

（３）電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること  

限度額適用認定証等の 

連携及び診療報酬上のメリット 
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